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は じ め に

イングランド中世史において，ジョン王治世は，ノルマンディを初めとする大陸所領が失わ

れ，イングランドの国民国家の土台となる地理的枠組みが形成された時代であると見做されてい

る（1）。従来，マグナ・カルタ事件の研究は反乱諸侯の分析が中心であり，ジョンを支持した諸

侯・騎士勢力（国王派）の分析は不十分なまま残されている。しかし，それではジョンがイング

ランド諸侯の協力が得られないまま大陸へ動員し得た軍事力を説明することが困難になる。そこ

で本稿では，ジョンを支持した諸侯や騎士の支持理由や経緯を解明することを課題とする。その

結果，この事件をイングランド史の枠内で把握するのではなく，アンジュー家の支配構造におけ

る，イングランド王国統治権をめぐる歴史的事件として位置付けることになろう。

第 1章 先行研究と課題

19世紀以降，スタッブズ W. Stubbs やパウイク F. M. Powicke ら研究者は，年代記の記述を元

に，ジョンの破廉恥で貪欲な性格上の特徴と行政能力の不十分さを指摘した（2）。行財政史料の刊

行が進んだ 1950年代以降，ゴルブレイス V. H. Galbraith を筆頭に，ペインター S. Painter やホ

ウルト J. C. Holt などジョンの行政面での有能さを認める研究者たちは，諸侯派（国王反対派）

のジョンへの反発の原因を，アンジュー家の集権的イングランド王国支配体制にあるとみた（3）。

同時代人のジョン評価の「揺れ」について荒木洋育が整理している。荒木は，ジョンへの評価

は，イングランド支配層内部の党派的要素が影響しており，諸侯各人と王との関係に差異があっ

たことを提示した（4）。ジョンは支持安定を図るためパトロネジ（恩顧配分）を利用した。ペイン

ターによると，ジョンは脅威となる諸侯勢力を弱め，自己の支持拡大を図るため有力諸侯に王領

地供与を施したという。ホウルトやチャーチ S. D. Church，ホールデン B. W. Holden は，パト

ロネジを賢明に分配しなかった結果，大憲章の成立や内乱に発展したとみた（5）。恩顧配分の問題

は国王の恣意に左右される面があり，ジョンの性格的難点や資質の欠如を指摘する諸研究にも影

響している。荒木は，「クロス・チャネル・バロンズ（海峡を越えて所領を保有した諸侯）」への

パトロネジ供与が，国王財政及びカペー家に対する軍事力の優位に貢献せず，またジョンへの支

持を弱めたと指摘している（6）。

先行研究が教える論点は次の 3点である。第 1に，国王派諸侯・騎士の分析が不足している点
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である。近年，ようやくチャーチによって家政騎士 household knights に関する包括的研究が著

された（7）。ジョンと国王派との関係を考察することで，彼に抵抗した諸侯派との相違点がさらに

明確になろう。しかし，チャーチはイングランド一国史の枠組みで分析を行っている。アンジュ

一家支配体制は大陸領の維持が前提であり，イングランドに限定した視野での解決は困難であろ

う。

第 2の論点は，パトロネジの効果についてである。通説では，ジョンは封臣に対する恩顧配分

に失敗したとされている。しかし，ロンドン陥落以後，諸侯派が新国王に推す仏王太子ルイが上

陸するまで国王派は優勢を保っており，内乱中，ジョンが敗戦によって回復不能に陥ることはな

かった。ジョンと支持者との紐帯は，浮沈はあるが，主従関係の維持に成功していたことが推察

でき，パトロネジの効果を改めて見直す必要がある（8）。

第 3の論点は，国王の恣意性とは何かという問題である。国王の「意思」がイングランド国政

に多大な影響を与えたということは理解できるが（9），実際にその意思を支えたのはそれに同意す

る人々の意向であり，これを国王の意思のみで説明可能とするには疑問が残る。

第 2章 国王派の諸相

1．分析の視角

本章では，ジョン王を行政面・軍事面双方で支えた「国王派」の分析を行う。ここでいう「国

王派」は，諸侯や騎士等，国王行政に近い位置を占めた人々を指す。国王派は王の行政・軍事力

を維持するために有益な存在であり，国王による支持勢力の形成・維持は不可欠な手段であっ

た（10）。またジョンは，西欧世界の権力構造の中で，「アンジュー帝国」の中心権力体として，各

地における支持者拡大に積極的であった（11）。

本節では，国王と諸侯の関係が悪化する 1212年以後，ジョンに奉仕し，かつ経歴の追跡が可

能だった諸侯・騎士らを中心に，原史料ではなく，主にペインターやホウルト，チャーチ等の研

究に依拠し，そこから個人情報を抽出した。本稿で筆者が特定・抽出した人物は 110 名であ

る（12）。調査継続中の人物も多く，現段階で国王派諸侯・騎士を網羅できていないことを予め付

記しておく。

今回抽出した人々の中には，以前は国王派に所属していたが，内乱時に諸侯派側に与したとい

う例が 25名確認できた。その転向時期を見ると 2つの契機があり，1度目は 1215年 5月（ロン

ドン陥落）から 6月（マグナ・カルタ公布前後），2度目は 16年 5月（仏王太子ルイの来英）か

らそれに続く南英での軍事的勝利の時期であった（13）。国王派・諸侯派を厳密に区別することは

難しいが，国王派成員の恩顧受容を中心に考察するため，彼らを含めて分析する。その際，筆者

は（1）官職保有，（2）土地保有，（3）軍事奉仕，（4）縁戚・同盟関係，（5）係争関係，（6）王

に対する債務・上納金に着目し，国王派の傾向や特徴を解明する。適宜，筆者の作成した表Ⅰ～

Ⅳを参照されたい。
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2．分析・検討

（1）ジョン支持者の官職保有状況

階層からみると，諸侯層の国王家政官職保有者もいるが，騎士層が主要な官職保有者であっ

た（14）。これら騎士には「王の家政騎士」household knight, familiares regis と表現される人々がい

た。チャーチは，彼らが本来の軍事的役割に限らず，国王行政において多様な分野で活躍をして

いたことを明らかにしている（15）。

まず，ジェラード・ド・カンヴィル Gerald de Camville，ヒューバート・ド・バーグ Hubert de

Burgh，ジョン・ド・グレイ John de Gray の 3名を取り上げる。彼らは，ジョンのモルタン伯・

グロスタ伯時代からの家政役人で，1193−94年にジョンが反乱を起こした際，所領を没収され，

多額の fine を納めている（16）。官職保有者は，経歴を開始した時期はそれぞれ異なるが，官職保

有の特徴に関しては基本的にこの 3名に類似している。

ジェラード・ド・カンヴィルは，リチャード 1 世期から世襲のリンカン城守 constable,

castellan，リンカンシャ州長官 sheriff（1199−1205年）であった。内乱開始前に死亡し，その妻

ニコラ・ド・ラ・ヘイ Nichola de la Haye が所領を相続している（表番号 No.17, 45）。

ヒューバート・ド・バーグは，1201年，ヘリフォードシャ，デヴォンシャ，サマセットシャ

州長官となる。イングランドの対外防衛の要所ドーヴァー城，五港都市管理人 warden にも任命

され，1215年 6月以後は最高法官 justiciar となる（表番号 No.31）。

3人目のジョン・ド・グレイは，ジョンが絶対的信頼を置く人物であった（17）。彼は 1200年以

前よりクレヴァーランド Cleverland 助祭長やグロスタ助祭長を務め，ノリッジ司教ジョン John

of Norwich 死後，その跡を襲う（表番号 No.38）。他にもウィンチェスタ司教で最高司法官 chief

justiciar となるピーター・デ・ロシュ Peter des Roches（表番号 No.48）のように，王の信任厚い

家臣は有力聖職者になる者が多く（18），グレイの場合，王からカンタベリ大司教候補に推挙され，

それが引き金となって教皇の聖務停止令を招いた（19）。

州長官職（代理を含む）は 33名（20），城守職は 48名（21），セネシャル senechal・ベイリフ bailiff

職（御料林官含む）経験者は 20名を数えた。王領地や港湾等のベイリフ職（代官），エスチート

封（復帰封）管理や巡回裁判の判事職にも就いており，治世末にこれら管理権の賦与数は増大傾

向にある（22）。彼らは管轄地より税を徴収し，王城や財務府 Exchequer または寝所部 Chamber へ

直接，納入した（23）。セネシャル，ベイリフとして大陸領やアイルランドへも派遣される者もい

た（24）。例えば，ギルバート・ド・セインズ Gilbert de Sanes やヘンリ・フィッツ・カウント Henry

fitz Count は外交使節団として，神聖ローマ皇帝やフランドル伯，教皇庁へ遣わされ，その報酬

は 15マルクであった（表番号 No.18, 29）（25）。

御料林 forest とそれに付属する国王特権の監督者は，ヒュー・ド・ネヴィル Hugh de Neville

（表番号 No.34）である。彼は，御料林巡回裁判を主宰して御料林に関係する王権益損失に対し

罰金を徴収した。また農場開拓等の特権を住民が要求する場合，彼との交渉が必要だった。御料

林裁判で回収した罰金・許可料を納める財務府 Exchequer of the Forest をモールバラ

Marlborough 城に有しており，王の財務府に対し会計報告の義務を負わなかった（26）。
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ジェフリ・ラトレル Geoffrey Luttrell やトマス・スターミー Thomas Sturmy は，王の食糧保管

庫管理やワイン調達を委任され，貨幣報酬を受納した（表番号 No.15, 86）。ジョン・ラッセル

John Russell は貯蔵庫管理の役務から，ドーセット，ウィルトシャに所領を譲与された。（表番号

No.43）。

殊に注目すべきは，ジョンが州や王城等の管理人 custodian として，家政役人や国王派諸侯・

騎士を任用している点である（27）。25人委員会の構成員の中には，城守職に関し世襲容認を要求

した者もいる（28）。諸侯派は世襲財産として城の恒久的保有を主張したが，国王は管理権として

の保有 in bail しか承認しなかった。これは国王派においても例外ではない。ジョンの異母弟ソ

ールズベリ伯ウィリアム William de Longespée（表番号 No.107）は，妻の権利からウィルトシャ

のサラム Sarum 城とその州を封として保有 of right していると主張したが認められなかっ

た（29）。恩顧としての管理権授与が不可欠な条件であったことが分かる。また，アンジュー家の

領有地域へのセネシャル・ベイリフ，家政役人の派遣から，ジョンがイングランドをアンジュー

家の財産として維持することを企図していたことが読み取れる。

（2）ジョン支持者の土地保有

110名中 80名（全体の約 7割）が，城，王領地，エスチート封，後見権，結婚同意権などを

国王より賦与されていた。王領地・王領マナ受領者は 24名，教会領保有者（管理権保有含む）

は 28名，後見権・結婚同意権による土地保有者は 28名存在した。

婚姻により所領を取得した人々は 38名確認できる。中には，有力土地保有者となるケースも

みられた。チェスタ伯ラヌルフ Ranulf of Chester はブルターニュ公領女子相続人コンスタンス

Constance of Brittany と結婚し（30），イングランドと大陸双方で権益を拡大した（表番号 No.

55）（31）。下級騎士だったウィリアム・マーシャル William Marshal は，女子相続人イザベル Isabel

of Striguil との結婚でペンブルック伯となり，英仏に跨る大所領を有した（表番号 No.108）（32）。

エスチート封を賦与されていたのは 53名である（33）。聖務停止期（1208−14年），ジョンは聖職

者や教会から財産を没収し，没収地の管理人として家政役人 11人を 18司教区に充てた（34）。こ

の間，司教区からの没収や fine 徴収額は約 10万ポンドに上る（35）。また，国王直属封臣が相続人

なしに死亡した，あるいは反逆した時も所領は没収された。王は没収した大諸侯の名誉封（諸侯

領）honour にも管理人を配置した。110名中 23名が名誉封に土地を持っており，また諸侯派の

主要人物の多くが名誉封では王の陪臣であった（36）。

管理権に付属する土地から，官職の報酬や請負額と実際の徴収額との差額分，賄賂の収受等，

収入を見出し得た（37）。彼らが納入した税や上納金は，ジョンの国王財政の源泉であり，かつ支

持者を維持するための重要な要素であった（38）。

実際の土地ではなく貨幣知行 money fief を譲与される場合もあったが（39），ロバート・ド・ヴ

ューポント Robert de Vieuxpont（表番号 No.64）のように，多くは土地を得て所領経営を拡大す

ることを追求した（40）。

また今回の調査で，1204年前後に大陸の所領・役職と何らかの繋がりを形成していたとみら

れる人々が 110名中 41名存在していたことを確認した。その土地保有状況を分析した結果，重
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複者もいるが，以下の 3グループに分類できた。

①大陸所領完全土地保有者（14名）。子息（継子）が大陸所領保有者であるアダム・オヴ・ポ

ート Adam of Port やウィリアム・ド・プレオ William de Préaux（表番号 No.1, 103），サヴァリ

ック・ド・モーレオン Savaric de Mauléon（表番号 No.76），トマス・セント・ヴァレリ Thomas

Saint−Valéry（表番号 No.85）らが該当する。

②土地保有の権利主張可能性保持者（彼自身が大陸出身，または親類縁者が所領・官職保有者

である等。24名）。父兄が大陸に土地を保有したヒュー・ド・ボーヴ Hugh de Bove（表番号

No.33）やロバート・ド・ベチューヌ Robert de Béthune（表番号 No.62），フォルクス・ド・ブレ

オテ Falkes de Bréauté（表番号 No.9）など，大陸出身の騎士らが該当する。前述したトマス・セ

ント・ヴァレリの弟ヘンリは在英所領を保有していた（41）。

③官職経験者・保有者（15名）。フィリップ・オヴ・オールドコトやジェフリ・ド・ネヴィル

ら，城守職など官職経験者が当てはまる。

この 3点が重複する代表例はロバート・ド・ヴューポントである。ヴューポント家はノルマン

ディに由来し，ロバートはノルマンディで城守職・ベイリフ職を歴任した。1203年以降，ジョ

ンから大陸にあるヴューポント家領を与えられる（42）。

彼らはジョンが大陸所領を回復した際，親族関係から権利主張が可能であり，また権利が弱い

場合でもプランタジネット家からの恩顧により確保できた（43）。ジョンは大陸領保有者との臣従

関係の改善を重視し，仏の在地諸侯への所領下付や（44），ノルマンディを回復するまでの代替所

領の授与も行った（45）。大陸との紐帯保持が，ジョンの場合は支持者確保に，諸侯にとっては自

己権益や封臣維持に直結したと考えられる（46）。大陸との接点がみられない騎士が大陸領のセネ

シャルに任官された例や，エスチート封である「ノルマン人の土地 terre Normannorum」を受領

する場合もあった（47）。以上から，国王派が土地保有・官職保有の面で，大陸所領との人的・物

的関係を維持あるいは構築することが可能であったと推定できる。一方，諸侯派には大陸出身者

が少なく，国王派からの離反者を含めても，大陸所領・官職保有者は限定的であったとみられ

る（48）。

次に，ジョン支持者と諸侯派との土地保有関係を考察する。諸侯派と封主・封臣関係にあった

例として 14名が見出せた。なお，諸侯派との血縁関係に関連する土地保有は次項で考察する。

ブライアン・ド・リール Brian de Lisle（表番号 No.4）は，諸侯派のジョン・フィッツ・ロバ

ート John fitz Robert やノーマン・ダルシー Norman Darcy から受封した。ニコラ・ド・ラ・ヘイ

は，ウィリアム・ド・ランド William de Lande，サイモン・オヴ・カイムらに下封した。ピータ

ー・ド・モーレー Peter de Maulay（表番号 No.47）所領では，モーレーから離反する者が多かっ

た。これらの例から，国王派が誰から保有するかにはあまり拘束されず，逆に彼らから土地を保

有した人々が封主に反抗して反国王派に味方していたことが見て取れる。しかし，名誉封に土地

を持つ国王派 23名のうち 5名が諸侯派へと離反しており，封主・封臣関係のさらなる検証が求

められる。

諸侯や騎士らは高額の上納金納付を王に対して行い，諸権利を獲得し所領を拡大した（49）。こ
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の恩顧配分策は，国王加担者がどの程度の影響力を現地で持っていたかにもよるが，国王の現地

人への統制力が効果的になるよう工夫されていた（50）。さらに大陸との結びつきが，国王派の諸

侯・騎士の動向に影響を与えていたと考えられる。また，国王派内にイングランド在地諸侯・騎

士も存在しており，王は土地の授与や官職任命などによって彼らを優遇して，バランスをとる配

慮をしていたことが窺える。

（3）ジョン支持者の軍事奉仕

ジョンの軍事力の中核を成したのは，フランドル，ポワトゥ等大陸からの傭兵と封臣の提供す

る軍役奉仕，そして家政騎士の部隊であった（51）。

110名中，伯であった有力諸侯 10名のうち，最大騎士封保有者はチェスタ伯ラヌルフで約 250

封（52），ペンブルック伯ウィリアム・マーシャルは約 200封であった（53）。この 10名のうち 4名が

王から離反しており，彼らの保有分を合算すると 500封に上る（54）。4名の離反時期は，1名を除

き 3名が王太子ルイ上陸以後であった（55）。1215年 6月以降，国王派勢力は有力諸侯の所領が集

中する西部地域に限定され，東部及び北部の一部は諸侯派の勢力下に入る。しかし，チェスタ伯

の例が示すように，封建軍は封臣自身の支配領域外で戦闘することはなかった（56）。そのため，

国王派支配地域と諸侯派支配地域を移動可能な家政騎士や傭兵軍は重宝されたであろう。

傭兵の指揮は，主に王の騎士の役目である。彼らは軍事奉仕面で 2つの役割を担った。

1つは軍団を率い城郭・要塞への包囲攻撃を指揮する場合などで，アングロ・ノルマン家系だ

けでなく，ジェラール・ダテー（表番号 No.16），フィリップ・マーク Philip Mark（表番号

No.50）等，大陸出身の傭兵隊長が活躍した（57）。出身地が判別できた外国人は 15名おり，最多

はアンジュー，ポワトゥ出身者 8名，次いでフランドル出身者 4名，その他 3名であった（58）。

実際はこれより多くの騎士が上陸していた（59）。大陸出身の傭兵はカペー家と臣従関係にある者

も少なくなかったが（60），王からの俸給を求めて来英しており，ジョンが報酬を与え得る限り，

軍事力は維持されただろう。

2つめの役割は主計官 pay master の役割である。主計官は，傭兵や騎士たちに対する報酬や武

具・兵士の輸送費用を支払った（61）。現地徴達する場合もあるが大半は王庫から支出された。ジ

ェフリ・ラトレルは 1206年に 2500マルクを，07年には 1000ポンドをポワトゥへ，ゴドフリ・

オヴ・クラウクームも 09年 7月に 2000マルクを，12年 11月に 2000マルクをポワトゥに移送

している（62）。

ジョンは封建的軍役奉仕と家政騎士，傭兵を併用し，軍事面では 16年初めまで敗北を経験し

なかった。

（4）ジョン支持者の縁戚・同盟関係

チャーチは，国王派の離反理由として，縁戚関係と同盟関係（隣人関係）の 2点を挙げてい

る（63）。

縁戚関係を特定できたのは 110名中 76名で，そのうち 35名が国王派同士で血縁関係を形成し

ていた。

チェスタ伯の姉妹たちは，ダービー伯ウィリアム William de Ferrers（表番号 No.101）とロバ
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ート・クェンシー Robert Quency（表番号 No.68）に嫁し，両者は共に国王派に属した。クェン

シーの兄弟セア Saer de Quency（表番号 No.75）は反乱者側についた。諸侯派と親族関係にあっ

たのは 76名中 18名であった。この点から，国王派と諸侯派との間に血縁による接点があったと

明確に言うことはできない。また，アンジュー，ポワトゥ出身者同士が血縁関係にある場合もあ

った（表番号 No.5, 16等）。ジョンの庶子ヘンリ，リチャード（表番号 No.30, 57）や外国出身

者，騎士などが，女子相続人・寡婦との結婚によって所領を獲得する例もあった（64）。

隣人関係と姻戚関係が重なる事例としてトマス・スターミー（表番号 No.86）を取り上げる。

彼の父ジェフリは伯時代のジョンに奉仕した人物で，その縁でジョンの家政騎士となったとみら

れる。空位の司教区や修道院所領の管理，王の貯蔵庫責任者などを務め，後見権，エスチート封

を受領した。またウスターシャの有力諸侯ウォルター・ド・ビーチャム Walter de Beauchamp か

ら 1騎士封を保有しており，王の陪臣でもあった。ビーチャム家から妻を迎え，既存のウィルト

シャの所領に妻の寡婦産リトル・クックセイ Little Cooksey を組み入れる。こうして，王との結

びつきとは別にウィルトシャでの利害を拡大させた。ルイの上陸後，ビーチャムが反乱側に与し

た時，スターミーも諸侯派に加担した。しかし，同年 8月に国王派に復帰している。

今回の調査で土地保有関係を明確にできたのは 34名で，そのうち支持派を特定しえた人々を

見ると，15名は国王派と，14名は諸侯派と土地保有関係を有し，重複者は 3名いた。

ロバート・オヴ・バーゲイト Robert of Burgate（表番号 No.65），ウィリアム・トルボット

William Talbot（表番号 No.110）はソールズベリ伯の，ロバート・テュボット Robert Tybotot

（表番号 No.70）はダービー伯の家臣であり，王の陪臣であった。チャーチは，彼らが自身と王

とのパイプを利用し現地諸侯との結びつきを固め，諸侯も王の騎士と主従関係を結ぶことで王と

の関係強化を図ったこと，また自らの臣下を王に奉仕させる者もいたことを指摘した（65）。

ロバート・オヴ・ロプスリ Robert of Ropsley（表番号 No.66）やヒュー・メルビス（表番号

No.34）は，反乱諸侯から所領を受領した。さらに両者はリッチモンド名誉封で隣人関係にあり，

内乱中は反乱に加担した。しかし，同じくこの名誉封内に所領を保有したチェスタ伯は国王派に

属した（66）。この名誉封は王が没収しており，王はチェスタ伯にかなりの土地を譲与し，残りは

国王管理人の支配下に置いた（67）。名誉封内の土地保有者層は殆ど反乱者となる。ホウルトはそ

の原因をジョンと彼の管理人の支配にあると見た（68）。国王派は自ら管理を委嘱されるか国王役

人の協力者であり，それ以外の人々は国王とその支持者の支配構造に組み込まれていたと考えら

れる。スターミー，ロプスリらの事例から，国王との繋がりがもたらす利益と在地領主として得

る利益との比較により，意思決定を行っていたことが理解できる。

チャーチは，国王家政に従事した後見人との繋がりが，被後見人のキャリア形成に大きく貢献

したと見た。ゴドフリ・オヴ・クラウクーム，ロバート・ド・ビーチャム Robert de Beauchapm

（表番号 No.61）らの後見人はヒューバート・ド・バーグであり，ウィリアム・ド・パーシー

William de Percy（表番号 No.104）の後見人はウィリアム・ブリウェアであった。

従来，離反理由として縁戚・同盟関係が指摘されてきたが，国王派形成の過程もまた同様であ

った。だが，個人の置かれている状況に差異がある。経済基盤の相違により，現地有力者に従っ
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て隣人関係を良好に保ち，また女子相続人との結婚により現地有力者と繋がる必要があり，王か

らの所領及び管理権の享受，所領経営や官職保有状況の相違等を含め，さらに綿密な分析を行わ

ねばならない（69）。

（5）ジョン支持者の係争関係

土地保有者層の利益確保のため国王が用いた手段は，裁判を通して権利を確保してやることだ

った。承認や管理権賦与は国王の権限であり（70），従来，ジョンが国王の意思として，あるいは

無計画にこれを配分したと見做されてきた。国王の介入を許容する裁判制度自体に諸侯層が反発

した，とホウルトは説明する（71）。しかし，ジョン・ヘンリ 3世時代に訴訟数は増大していた（72）。

相続権に異論の余地がある場合や，権原がヘンリ 2世治世まで遡る事例もあることから（73），国

王の介入は不可欠であった。自分に有利な判決になるよう，当事者らは競うように上納金を納付

した（74）。以下において，具体的な訴訟事例を見ていく。

まず初めに，ブリンクロウ Brinklow 直営マナ（ウォリックシャ）占有侵奪回復訴訟を取り上

げる。この訴訟の淵源は，ストゥートヴィル家がノルマンディ公ロベールに味方し所領没収さ

れ，それがモーブリー家へ譲渡されたことに始まる。ストゥートヴィル家はその後，徐々に所領

回復を進めた。1200年 4月，ウィリアム・ド・モーブリーへの訴訟のため，国王派のウィリア

ム・ド・ストゥートヴィル William de Stuteville は 3000マルクを上納する。これに対抗し，モー

ブリーは 2000マルクを納めた。結果，翌年 1月にモーブリーは敗訴し，ブリンクロウはストゥ

ートヴィルに下付された（75）。権利の遡及性を伝える重要な裁判事例であり，また上納の多寡が

国王派に対する王の裁判幇助に影響する顕著な事例である。

次に，トップクリフ Topcliffe 名誉封（ヨークシャ）の所領を巡る占有権回復訴訟を例に挙げ

る。1198年，ウィリアムの父ヘンリ死去後，ヘンリの兄弟リチャード・ド・パーシー Richard de

Percy と遺児ウィリアムがこの所領を分割相続した。未成年だったウィリアムの後見人ブリウェ

アは，リチャードの相続分に対し占有権を主張した（76）。ジョン在位中に明確な判決は出ず，最

終判決は 1234年である。リチャードは反乱に加わり，所領は没収されウィリアムに委託された。

後見人の影響とともに，彼は国王派に属す必要を，所領保有の正当性を確保するという点で認識

していたに違いない（表番号 No.96, 104）。

次に，トロウブリッジ諸侯領の帰属を巡るソールズベリ伯ウィリアムとヘリフォード伯ヘン

リ・ド・ブーンの闘争をみる。この所領はドゥームズデイ・ブックに記載がある。時のソールズ

ベリ伯エドワードの娘は，伯ヘンリの曾祖父と結婚した。一方，伯エドワードは伯ウィリアムの

妻エラの高祖父でもあった。伯ウィリアムは妻の権利から主張した。この訴訟は，この諸侯領に

与えられた奉仕義務の調査と並行して行われた。1213年 6月，伯ヘンリは病気を理由に審理を

欠席し，結果，諸侯領は没収される。動産占有回復訴訟 replevin を起こすが，ジョンが反乱諸侯

の所領没収を宣した 15年 5月，正式に伯ウィリアムに譲渡された。伯ヘンリは 25人委員会に参

加し諸侯領返還を要求する。記録上，判決はなく，曖昧な状態であった。この事例は，両伯の所

領問題から生じ，そこへ王の裁量が加わったものであった（77）。これはまた，ジョンの支持派維

持の努力を示す一例でもあった。ジョンは，伯ウィリアムから伯ヘンリとの裁判費用を受納せ
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ず，さらに年金やワイン樽の他，諸侯領喪失後は王領マナを下賜している（表番号 No.107）。

他方，国王派同士の対立も垣間見える。訴訟記録はないが，ヒュー・ド・ネヴィルとウィリア

ム・マーシャルは，共にモールバラとルドガーズホール Ludgershall 保有を主張していた。マー

シャルは国王派中枢であったが，ネヴィルは 1217年，仏王太子ルイより権利を承認された。ネ

ヴィルはこの前年，国王派から離脱していた。この事例は，国王派の内部抗争が，諸侯派への離

反に大きく働いていた可能性があることを例示している（表番号 34, 108）（78）。

裁判の長期化は当事者の財政的負担を悪化させ，ジョンに反旗を翻した諸侯が，調停役として

機能しない国王裁判に不満を抱いたであろうことは想像に難くない（79）。訴訟当事者たちは彼ら

の要求に見合わないと判断すると，審理すら拒否した（80）。1209年以降，普通訴訟裁判所が閉鎖

され，巡回裁判も実施されず，国王親臨裁判 coram rege に一本化され，国王の裁量余地が増加

した。それは訴訟当事者たちが裁判を求めた結果でもあった。単純に，国王の裁判への介入が諸

侯に敬遠されたという説明だけでは不十分であろう。

（6）ジョン支持派の国王に対する債務

リチャード 1世，ジョン治世には，上納金による権利獲得・承認が日常的となった。国王派の

王に対する負債に関して諸侯派との差はなかった。高額かつ多重の債務を抱える者もおり，彼ら

は返済額並びに期間を国王と交渉し納付するが，所領の歳入額をかなり超過していた。

110名中 43名に負債の言及があり，そのうち負債額が確認できたのは 35名である。

管理権に対する上納金は，個人で複数の所領・相続人・寡婦に及ぶ。ブライアン・ド・リール

は，トマス・フィッツ・ウィリアム・オヴ・セルビー Thomas fitz William of Saleby の女子相続

人グレイス Grace との結婚に 400マルクを，ノーマン・ド・キャメラ Norman de Camera 未亡人

管理権に 300マルクを納付した。また，理由不明だが，10頭の馬 palfrey を提供した。

官職保有者が行う特別な上納もある。ウォルター・ド・クリフォード Walter de Clifford（表番

号 No.93）は州長官在任中，管轄州の歳入報告を怠ったことや不手際に対し，一切の審問免除を

受ける権利を 1000マルクで購入した。ロバート・ド・ヴューポントは，会計報告の不備・報告

の延期に対し 100ポンド，さらに 400マルクを納めた。ヒュー・ド・ネヴィルは囚人 2名を逃が

したため憐憫罰金 6000マルクを科された。

負債額が判明した 35名の負債額分布を見ると，10マルクから 2000マルクに集中しており，1

万マルク・ポンド以上はわずか 1件であった。5頭以上の馬や鷹を献上する例もある。

債務者に対し国王が恩顧として負債免除を行っている例も確認できる（81）。債務免除は 43名中

13名に適用されており，その最高免除額は 7000マルクであった。チェスタ伯は新侵奪不動産占

有回復訴訟の罰金免除，ヴューポントは甥を人質に提供し 1000マルクに減額，ネヴィルは全額

免除となった。オーマール伯は相続上納金を免除，ジョン・ド・レイシーは相続上納金 7000マ

ルクを軍役奉仕により 1000マルクに減額，さらに大陸での奉仕に対し 4200マルクが免除され

た。ところが，免除特権受領者 13名のうち 6名が離反していた。おそらく，国王収入が治世末

には減少しており，軍役代納金 scutage，封建的付帯義務からの収入，王領都市・王領地マナへ

の強制賦課金 Talliage，債権等からの徴収が増加し，負債免除も減少傾向にあったためであると
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推定される（82）。恩顧による軍事力には弱点があったとも言えよう。

国王派の中には，取得した官職・管理権から負債返済分を捻出でき，また信用による猶予を得

ている者もあった。ウォルター・ド・グレイ Walter de Gray（表番号 No.89）は，大法官職

chancellor を 5000マルクで購入したが，その役務保有により得た所領の年収 350ポンドと他の収

益から完納することができた（83）。オズバート・フィッツ・ハーヴェイ Osbert fitz Hervey は，裁

判官職を通し，諸侯の平均年収 202ポンドを上回る 240ポンドの収入を得た（84）。

国王派が王からの負債免除特権を期待して官職や土地管理権を入手していたこと，これらには

財政的負担を緩和させる効果があり，受益者は積極的に上納を行う傾向にあったことが分かる。

ジョンと支持者との間には互恵的関係が構築されていた。

3．小括

国王派 110名の分析から，ジョンの支持者たちは，ジョンと①封主・封臣関係，②家政役人，

または③恩顧の 3点により繋がっていたことが判明した。彼らは，国王と協働することで自己の

地位を確立しており，統治者としてのイングランド国王と被治者としての諸侯・騎士という関係

であったという例はあまり見受けられなかった。

ジョンの支持者には，大陸所領との土地保有や血縁といった関係で結ばれた人物が存在し，彼

らは王やその重臣から官職や王領地，城，後見権，結婚同意権，エスチート封，負債免除などパ

トロネジを獲得するなどして，厚遇されている者も多かった。

軍事面では，ジョンは封建軍と傭兵軍を用い，特に傭兵軍は，王の家政役人がイングランドで

徴収した資金により維持されていた（85）。傭兵を率い先頭に立ったのはジョンの家政騎士たちで

あった。

主にパイプ・ロウルに記録があるイングランド在地住民からの徴収金は，国王家政騎士の活動

からその使途を見ると，国王の私的利用が十分可能なものであり，必ずしもイングランド王国経

営に寄与していたとは言えなかった。

国王・諸侯間の国王裁判における対立関係は二次的なものであり，ジョンの恩顧配分がそれに

拍車をかけた。加えて，国王並びに国王裁判官が扱う訴訟は，権原等が曖昧な訴訟事例も多く，

また上納金の多寡などを踏まえたため，容易に判決が下されることはなかった。

お わ り に

本稿では，ジョンの支持者たちを中心に個別に分析してきた。これまでジョンの支配体制はイ

ングランド一国史観で説明されてきたが，実際に支持者を分析した結果，イングランドに限定し

た視野では説明不可能であるということが判明した（93）。また，ジョンの支持者は封主・封臣関

係にある者だけでなく，家政役人や恩顧で結びついた人々も包含しており，結束力を持つ団体と

しての反抗勢力の存在は確認できず，ジョンの施したパトロネジが一様に効果がなかったと結論

できないということも判明した。
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最後に，第 3の論点について検討を試みる。従来，マグナ・カルタ事件の要因としてジョンの

性格的難点を指摘するとともに，ジョンが国王の意思に基づき，国内及び対外政策を実行し，王

権益の伸張を図るため，恩顧配分や裁判へ介入したとして，王の恣意性が挙げられてきた。しか

し，前章の分析から，ジョンが利潤を追求する自己の支持者の求めに応じ恩恵を施していたこと

が窺え，このような見方はいくつかの点で困難であるということが分かる。以下では，ジョン治

世初期に立ち返り，考察する。

ジョンの戴冠時，イングランドでは，有力諸侯が没収された所領などの権利回復を求め抵抗し

た（86）。ノルマンディでジョンはクロス・チャネル・バロンズの支持を頼ったが，彼らは積極的

な支持を表明しなかった（87）。イングランド王はヘンリ 2世以来，強力な中央集権体制を敷き，

国王の裁量余地が大きかったとされるが（88），ヘンリ 2世も支持勢力に左右されており（89），また

ジョンの例を見ても，この説に容易には首肯し難い。加えて，彼には甥アーサーという対抗勢力

がおり，その背後に仏王フィリップ 2世がいた（90）。彼はアーサーを殺害して対抗勢力を消し正

統性を盤石にし，ル・グレの和約により，ようやくアンジュー帝国領の大半を相続できた。1204

年以降，ジョンはカペー家との戦争で大陸所領の大半を失って以来（91），故地回復を狙い，イン

グランドからの徴収金をその大陸遠征費に投じた。しかし，なぜイングランド住民は徴収金を王

国外で費消することを容認したのか。それは，イングランドの有力者の中に，ジョンを支持する

クロス・チャネル・バロンズや有力聖職者，大陸出身者を含む国王家政騎士，恩顧を享受した

人々が存在したためである。ジョン支持者の中には，大陸領とイングランドを同一支配者が広域

的に支配することを求める集団がいたとみられ（92），これはアンジュー帝国領有者たるプランタ

ジネット家を支持する集団と，「イングランド王」ジョンに臣従する人々の対立を示唆している。

大陸戦役の敢行は，アンジュー帝国領有者としてのジョンの地位を安定させる政策であり，この

政策を肯定する人々の意思によりもたらされた結果でもあったといえ，国王の恣意性のみで説明

することに限界があることが理解できる。

ジョンの国王派維持政策はイングランド在地住民に格差を認識させた。彼らは土地保有関係・

親族関係から徒党を組み，ジョンとその支持者に反発した。彼らの目的は王国行政の刷新であ

り，王が王国共同体の利害を調整し利益の保護，即ち王国内の徴収金が大陸戦役で利用されるこ

とを阻止することにあった（94）。諸侯派の批判は，王権排除やアンジュー家のイングランド領有

という事実全体には向けられておらず（95），またイングランドの諸侯・騎士たちも，大陸との紐

帯を有する者はそれを絶つことを否定してはいなかった（96）。

今回の分析では情報不足であった人物に関して今後も調査を続け，より正確な全体像を描いて

いくことを今後の課題とする。
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op. cit., pp.141−2. 1215年 6月 23日，ヒュー・ド・ボーヴはフランドルからきた傭兵隊を帰国させる
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した騎士に総計 100ポンドを支払った。Church, op. cit., p.44. 遠征参加の準備費用（武具，馬の購入
等）も払われた。Church, op. cit., pp.83−4.
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66 幼王ヘンリの後見人の一人。キング『中世のイギリス』，148−9頁。
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富沢霊岸『イギリス中世文化史』，ミネルヴァ書房，1996年，152−7頁。

70 ホウルト，前掲訳書，216−24頁。
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の恣意に左右されていたことを指摘する。同，前掲訳書，181−5頁。
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73 ホウルト，前掲訳書，127, 158−9頁。Turner, ‘The Royal Courts Treat Disseizin by the King : King John
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頁。
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○
○

○
C

hu
rc

h,
27

,
91

−
2,

10
2−

3
;

P
ow

ic
ke

,
34

1−
2

;
P

ow
er

,
N

or
m

an
F

ro
nt

ie
r,

22
2

;

10
4

W
ill

ia
m

de
Pe

rc
y

騎
士

○
？

△
D

ur
ha

m
司
教
，

C
he

st
er
伯

▼
H

ug
h

M
al

ev
is

se
?

P
ai

nt
er

,
29

1
;

H
ol

t,
21

,
46
；
ホ
ウ
ル
ト
，

70
0−

1
;

S
an

de
rs

,
12

3,
14

8
;

B
ro

w
n,

11
9

;

10
5

W
ill

ia
m

de
R

ed
ve

rs
バ
ロ
ン

○
○

◆
P

ai
nt

er
,

22
,3

0−
1

;
S

an
de

rs
,

13
7−

8
;

P
ow

er
,

N
or

m
an

F
ro

nt
ie

r,
24

5−
6；
ホ
ウ
ル
ト
，

21
4

;

10
6

W
ill

ia
m

de
W

ar
re

ne
バ
ロ
ン

○
○

○
○

T
ur

ne
r,

14
4,

19
1

;
H

ol
t,

32
,2

24
;

Pa
in

te
r,

21
,

35
,

14
9

;
Po

w
ic

ke
,

27
5,

29
6−

7,
34

3,
34

7
;

S
an

de
rs

,
12

8−
9,

13
6−

7
;

P
ow

er
,

N
or

m
an

F
ro

nt
ie

r,
21

5,
22

7,
23

0,
42

6,
44

3
；
ホ
ウ
ル
ト
，

67
6

;

― ２０ ―



10
7

W
il

li
am

L
on

ge
sp

ée
バ
ロ
ン
＊

○
○

▼
R

.
B

ur
ga

te
,

W
.

T
al

bo
t

○
◇

○
C

hu
rc

h,
33

,
34

,
41

,
64

,
10

9,
11

3
;

T
ur

ne
r,

66
,

88
,

10
7,

10
9−

10
,

14
4,

16
4,

16
6,

17
4,

19
4−

5,
19

3
;

Pa
in

te
r,

24
,

40
,

59
,

33
0

;
Po

w
ic

ke
,

76
,

25
8

;
Sa

nd
er

s,
43

,
91

−
2,

11
2

;
Po

w
er

,
N

or
m

an
F

ro
nt

ie
r,

75
;

10
8

W
ill

ia
m

M
ar

sh
al

バ
ロ
ン
＊

○
○

○
○

○
○

C
hu

rc
h,

20
−

1,
15

2
;

T
ur

ne
r,

23
,

13
9,

33
−

4,
49

−
50

,
18

0,
19

5,
52

−
53

,
10

3−
4,

14
4,

10
7,

11
2,

11
6−

7,
14

7,
15

5,
16

2
;

H
ol

t,
27

,
67

,
83

,
97

,
11

1,
14

7,
15

2
;

Pa
in

te
r,

10
−

1,
14

,
22

,
26

,
37

,
71

,
99

,
21

0,
21

4,
23

8−
9,

24
1−

2,
35

8
;

Po
w

er
,

Fr
en

ch
In

te
re

st
s

;
Po

w
ic

ke
,

30
4,

34
4,

35
0

;
S

an
de

rs
,

62
−

4,
11

0−
1；
ホ
ウ
ル
ト
，

24
6

;

10
9

W
ill

ia
m

of
H

ar
co

ur
t

騎
士
＊

○
C

hu
rc

h,
57

,
9,

47
,

11
,

41
;

P
ai

nt
er

,
35

5
;

11
0

W
ill

ia
m

T
al

bo
t

R
.

B
ur

ga
te
従
者
＊

○
△

Sa
lis

bu
ry
伯

C
hu

rc
h,

34
;

H
ol

t,
24

3
;

Pa
in

te
r,

37
1

;

※
備
考
：
記
号
「
△
」＝
封
主
，「
▼
」＝
下
封
先
，「
◆
」＝
権
利
ま
た
は
土
地
保
有
可
能
性
の
保
持
，「
◇
」＝
官
職
保
有
・
管
理
権
保
有
等
を
指
す
。
記
号
「
ア
」＝
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
，「
イ
」＝
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
両
方
有
す
る
場
合
の
み
表
記
），
「
ノ
」＝
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
，「
フ
」＝
フ
ラ
ン
ド
ル
を
，
そ
れ
以
外
は

す
べ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
指
す
。「
＊
」＝

C
hu

rc
h,

T
he

H
ou

se
ho

ld
K

ni
gh

ts
of

K
in

g
Jo

hn
,

C
am

br
id

ge
,

19
99
で
言
及
さ
れ
て
い
る
人
物
。

表
Ⅱ

国
王
派
の
官
職
保
有

N
o.

名
前

シェ
リフ

州
名
・
期
間

コ
ン
ス

タ
ブ
ル
セ
ネ

シ
ャ
ル

派
遣

判
事

そ
の
他

出
典

1
A

da
m

de
P

or
t

○
Pa

in
te

r,
81

;

2
A

da
m

de
W

al
lin

co
ur

t
ca

st
el

la
n（

Y
pr

es
,

B
ai

lle
ul
），
国
王
守
備
隊

co
ns

ta
bu

la
ry
指

揮
官

’1
5

C
hu

rc
h,

11
4

;

3
A

ub
re

y
de

V
er

e
IV

港
湾
ベ
イ
リ
フ

’1
0−

’1
1

Pa
in

te
r,

20
8

;

4
B

ri
an

de
L

is
le

○
フ
ラ
ン
ド
ル

’1
3.

05
首
席
御
料
林
官
（

N
ot

tin
gh

am
sh

ir
e,

D
er

by
sh

ir
e）
，
主
計

’1
2

’1
3’

15
’1

6，
港
湾
ベ
イ
リ
フ
，
大
陸
奉
仕
（
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
）

治
世
初
期
，
資
金
・
武
器
輸
出
（
ポ
ワ
ト
ゥ
遠
征
用
）’

13

C
hu

rc
h,

57
−

8,
65

,
14

0−
5

;
H

ol
t,

10
4,

15
4−

5,
22

1
;

Pa
in

te
r,

33
4

;

5
E

ng
el

ar
d

de
C

ig
og

né
○

H
er

ef
or

ds
hi

re
,

G
lo

uc
es

te
rs

hi
re

’0
8−

’1
5.

07
○

傭
兵
隊
長

C
hu

rc
h,

11
3

;
T

ur
ne

r,
11

4
;

H
ol

t,
22

2
;

P
ai

nt
er

,
20

6,
26

5,
32

9,
33

6；
ホ
ウ
ル
ト
，

42
7,

68
8

;

6
E

ng
el

ra
m

de
F

ur
ne

t

7
E

ng
el

ra
m

de
s

Pr
éa

ux

8
E

ve
ra

rd
de

la
B

eu
vi

èr
e

9
F

au
lk

es
de

B
ré

au
té

○
G

la
m

or
ga

n
（
ウ
ェ
ー
ル
ズ
）’

11
,

O
xf

or
ds

hi
re

’1
5

−
’1

6?
,

C
am

br
id

ge
sh

ir
e,

H
un

tin
gd

on
sh

ir
e’

16
ウ
ェ
ー
ル
ズ

’1
2，
フ
ラ
ン
ド
ル

’1
3

傭
兵
隊
長
，
ベ
イ
リ
フ
（
ウ
ェ
ー
ル
ズ
）’

11
？
，
資
金
輸
送

（
フ
ラ
ン
ド
ル
）’

13
，
主
計

’1
4.

10
C

hu
rc

h,
49

;
T

ur
ne

r,
11

4,
14

5
;

H
ol

t,
38

,
10

4,
12

4−
12

5
;

P
ai

nt
er

,
87

,
24

1,
24

3,
26

5,
36

0,
36

4,
37

1；
ホ
ウ
ル
ト
，

70
9；
小
山
，

24
8

;

10
G

eo
ff

re
y

de
B

ut
ev

ill
e

傭
兵
隊
長

Pa
in

te
r,

36
8

;

11
G

eo
ff

re
y

de
M

ar
tig

ny
○

傭
兵
隊
長

H
ol

t,
12

3−
12

4
;

P
ai

nt
er

,
30

2,
32

4；
ホ
ウ
ル
ト
，

42
7,

71
7

;

12
G

eo
ff

re
y

de
N

ev
ill

e
○

Y
or

ks
hi

re
’1

6.
02

○
○
ポ
ガ

ch
em

be
rl

ai
n，
軍
指
揮
官

T
ur

ne
r,

74
;

H
ol

t,
10

4,
14

0,
22

8,
24

1
;

Pa
in

te
r,

86
−

7,
10

3,
30

6,
36

4,
37

0
;

13
G

eo
ff

re
y

de
Se

rl
an

d
○
ア
イ

C
hu

rc
h,

48
−

9,
58

,
72

,
82

;

14
G

eo
ff

ey
fi

tz
R

oy
大
陸
領
防
衛

’0
5

C
hu

rc
h,

42
;

15
G

eo
ff

re
y

L
ut

tr
el

l
○

D
ub

lin
’1

2−
’1

5
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ

’0
2，
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

’0
4

’1
0’

12
−

’1
5，
ポ
ワ
ト
ゥ

’0
6’

07
，
教
皇

庁
’1

5.
09

○
大
陸
奉
仕
（
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
）’

94
’9

8’
99

’0
2，
貯
蔵
庫
管
理
・

ワ
イ
ン
入
手

’0
5−

’0
8，
主
計

’1
0，
資
金
輸
送

’0
6’

07
，
ベ
イ

リ
フ
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）’

12
−

’1
5

C
hu

rc
h,

18
,

19
,

45
,

57
,

61
,

65
,

68
−

9,
81

,
89

,
90

,
94

,
13

4
−

7
;

P
ai

nt
er

,
36

5−
6

;

16
G

er
al

d
d’

A
th

ée
○

H
er

ef
or

ds
hi

re
（

fa
rm

er
sh

er
if

f
）

’
07

−
’

08
,

G
lo

uc
es

te
rs

hi
re

’0
8,

N
ot

tin
gh

am
sh

ir
e,

D
er

by
sh

ir
e’

08
−

’0
9

○
ノ
イ
○
ト
ゥ

大
陸
奉
仕
（
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
）
治
世
初
期
，
傭
兵
隊
長

H
ol

t,
18

4,
18

5,
22

4,
22

7
;

Pa
in

te
r,

12
0−

1,
12

3,
20

6,
24

3
−

5,
26

5,
27

5,
32

4
;

Po
w

ic
ke

,
15

4,
16

0,
22

9
;

17
G

er
al

d
de

C
am

vi
lle

○
L

in
co

ln
sh

ir
e’

99
−

’0
4

○
○

ワ
イ
ン
輸
送

’0
5

T
ur

ne
r,

45
,

54
−

55
;

H
ol

t,
21

8,
21

7−
25

0
;

P
ai

nt
er

,
56

,
81

,
84

;

18
G

ilb
er

t
de

S
an

es
神
聖
ロ
ー
マ

’1
0

C
hu

rc
h,

64
−

5
;

19
G

ilb
er

t
fi

tz
R

ei
nf

re
y

○
Y

or
ks

hi
re

’0
9−

’1
0,

L
an

ca
st

er
’0

4−
’1

5
末

港
湾
ベ
イ
リ
フ

’1
0’

11
−

’1
2

H
ol

t,
10

4,
22

4
;

P
ai

nt
er

,
20

8
;

20
G

ilb
er

t
of

K
en

tw
el

l
○

北
ウ
ェ
ー
ル
ズ

’0
9，
ポ
ワ
ト
ゥ

’1
0

主
計

’1
5

C
hu

ch
,

46
,

63
−

5,
84

;

21
G

od
fr

ey
of

C
ro

w
co

m
be

○
ポ
イ

ポ
ワ
ト
ゥ

’0
9’

12
’1

5，
教
皇
庁

’1
0’

15
資
金
輸
送
（
ポ
ワ
ト
ゥ
）’

09
−

’1
0’

12
，
大
陸
奉
仕
（
ポ
ワ
ト

ゥ
）’

14
，
傭
兵
募
集
（
ポ
ワ
ト
ゥ
）’

15
.0

1
C

hu
rc

h,
13

,
63

,
64

;
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22
H

en
ry

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

’0
4

St
af

fo
rd
助
祭
長
，

D
ub

lin
司
教

’1
2

C
hu

rc
h,

65
;

P
ow

ic
ke

,
34

8
;

23
H

en
ry

de
B

ea
um

on
t

（
N

ew
bu

rg
h）

24
H

en
ry

II
I

de
la

Po
m

er
oy

○
D

ev
on

sh
ir

e’
15

.0
5

○
C

hu
rc

h,
24

,
25

,
49

,
57

,
72

,
91

,
92

,
10

3,
11

0,
14

5−
6

;
P

ai
nt

er
,

30
7

;

25
H

en
ry

II
de

L
on

gc
ha

m
p

26
H

en
ry

de
L

or
ty

○
C

hu
ch

,
49

;

27
H

en
ry

de
T

ur
be

rv
ill

e
主
計

’1
5−

C
hu

rc
h,

44
;

28
H

en
ry

de
V

er
主
計

’1
0

C
hu

rc
h,

41
,

83
;

29
H

en
ry

fi
tz

C
ou

nt
○

C
or

nw
al

l’
15

.0
9−

11
フ
ラ
ン
ド
ル

’1
3

主
計

’1
0

C
hu

rc
h,

41
,

45
,

57
,

65
,

13
6,

14
0−

14
5

;
Pa

in
te

r,
35

8−
9

;
Sa

nd
er

s,
60

;

30
H

en
ry

fi
tz

R
oy

31
H

ub
er

t
de

B
ur

gh
○

H
er

ef
or

d,
D

ev
on

,
S

om
er

se
t’

01
−

’0
4,

B
er

ks
hi

re
’0

2
−

’0
4
（

cu
st

od
ia

n
−

sh
er

if
f）
，

L
in

co
ln

sh
ir

e’
06

−
’1

3,
K

en
t,

Su
rr

y,
N

or
fo

lk
/S

uf
fo

lk
’1

5.
07

.2
4

−
,

H
er

ef
or

d
’1

5.
06

/0
7−

○
ノ
イ
○
ポ

ch
em

be
rl

ai
n’

94
−

’9
9
，
大
陸
奉
仕
（
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
）’

02
−

’0
6,

ju
st

ic
ar

’1
5−
，
兵
輸
送
指
揮

’1
5

C
hu

rc
h,

21
,

46
;

T
ur

ne
r,

26
,

54
,

74
,

10
1

;
H

ol
t,

86
,

10
4,

11
2,

12
5,

22
3

;
P

ai
nt

er
,

25
,

44
−

5,
84

−
5,

10
7,

12
3,

22
9,

23
8,

27
4,

28
8,

30
7−

8,
32

8−
9,

33
7

;
P

ow
ic

ke
,

16
0；
ホ
ウ
ル
ト
，

42
9,

57
5,

70
0

;

32
H

ug
h

de
B

ai
lle

ul
（

B
al

lio
l）

○
軍
指
揮
官

’1
5−
，
主
計

’1
5

H
ol

t,
13

4
;

Pa
in

te
r,

35
4

;

33
H

ug
h

de
B

ov
es

フ
ラ
ン
ド
ル

’1
3

傭
兵
隊
長

C
hu

rc
h,

34
,

65
;

H
ol

t,
12

4,
34

;
P

ai
nt

er
,

26
5,

26
8,

33
6,

36
0−

1
;

34
H

ug
h

de
N

ev
ill

e
○

E
ss

ex
’9

9−
’0

0,
H

er
tf

or
ds

hi
re

’0
3

−
’0

4,
C

um
be

rl
an

d
’1

0−
’1

3.
01

○
カ
ー
ン

’0
2，
ル
ー
ア
ン

’0
4

御
料
林
長
官
，

H
ug

h
of

L
us

ig
na

n（
C

ae
n）
監
視

’0
2，
港
湾

ベ
イ
リ
フ

’1
0−

’1
1,

tr
ea

su
re

r
C

hu
rc

h,
10

9
;

T
ur

ne
r,

53
,

70
,

80
−

81
,

94
;

H
ol

t,
86

,
14

9,
22

4
;

P
ai

nt
er

,
67

−
70

,
15

6,
20

8,
23

0
;

P
ow

ic
ke

,
24

4
；
ホ
ウ
ル
ト
，

22
0,

25
5−

6,
69

8
;

35
H

ug
h

M
al

eb
is

se

36
Ja

m
es

of
Po

tte
rn

e
○

Y
or

ks
hi

re
’0

0−
’0

1?
,

W
ilt

sh
ir

e
○

Jo
lli

ff
e,

11
4

;
T

ur
ne

r,
15

8
;

Pa
in

te
r,

82
；
ホ
ウ
ル
ト
，

22
4−

5,
71

3
;

37
Jo

hn
de

C
ou

rc
y

ju
st

ic
ar
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
ヘ
ン
リ

2
世
期

Pa
in

te
r,

46
；
ホ
ウ
ル
ト
，

68
3

;

38
Jo

hn
de

G
ra

y
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

’0
8，
教
皇
庁

’1
4

○
ch

an
ce

llo
r’

94
−

,
ju

st
ic

ar
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）’

08
,

C
le

ve
rl

an
d/
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，
徴
税
査
定
官
，

C
ha

m
be

rl
ai

n,
H

un
tin

gd
on
助

祭
長
，

C
he

st
er
司
教

P
ai

nt
er

,
81

,
86

,
10

6,
13

5,
30

8
;

10
1

W
ill

ia
m

de
F

er
re

rs
○

C
hu

rc
h,

30
,

41
;

T
ur

ne
r,

50
,

67
,

14
4

;
H

ol
t,

32
,

13
1,

14
0,

21
2

−
25

0
;

Pa
in

te
r,

35
6

;

10
2

W
ill

ia
m

de
Fo

rs
○

T
ur

ne
r,

17
1,

21
0

;
H

ol
t,

32
,

55
,

65
,

10
5,

10
7,

11
0,

12
7,

21
2

−
25

0；
ホ
ウ
ル
ト
，

70
7

;

10
3

W
ill

ia
m

de
s

Pr
éa

ux
大
陸
奉
仕
（
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
）

C
hu

rc
h,

27
,

10
3

;

10
4

W
ill

ia
m

de
Pe

rc
y

10
5

W
ill

ia
m

de
R

ed
ve

rs
○
？

D
ev

on
sh

ir
e

Pa
in

te
r,

35
9

;

10
6

W
ill

ia
m

de
W

ar
re

ne
○

N
or

th
um

be
rl

an
d’

12
（

P.
O

ld
co

te
s
と
共
同
シ
ェ
リ

フ
）

○
T

ur
ne

r,
14

4
;

H
ol

t,
32

,
83

,
22

4
;

Pa
in

te
r,

35
,

14
9,

26
8

;
Po

w
ic

ke
,

29
6−

7；
ホ
ウ
ル
ト
，

67
6

;

10
7

W
il

li
am

L
on

ge
sp

ée
○

W
ilt

sh
ir

e’
03

’0
7’

15
,

C
am

br
id

ge
,

H
un

ti
ng

do
n’

12
○

神
ロ
ー
マ

’0
9，
フ
ラ
ン
ド
ル
伯

’1
3

港
湾
ベ
イ
リ
フ
，
五
港
都
市
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
辺
境
区
管
理
人

w
ar

de
n，
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
総
督

C
hu

rc
h,

33
,

34
,

41
,

64
,

10
9,

11
3

;
T

ur
ne

r,
66

,
88

,
10

7,
10

9
−

10
,

14
4,

16
4,

16
6,

19
3,

19
4,

19
5

;
Pa

in
te

r,
19

,
49

,
51

,
59

,
10

6,
20

8,
27

0
−

2,
33

0,
35

9
;

Po
w

er
,

N
or

m
an

F
ro

nt
ie

r,
44

2
；
ホ
ウ
ル
ト
，

72
8

;

10
8

W
ill

ia
m

M
ar

sh
al

○
G

lo
uc

es
te

r,
S

us
se

x’
00

−
’0

6
○

パ
リ

’0
4

○
m

ar
sh

al
，
財
務
府

C
hu

rc
h,

20
−

21
,

15
2

;
T

ur
ne

r,
23

,
33

−
4,

49
−

50
,

52
−

53
,

10
3

−
4,

10
7,

11
2,

11
6−

7,
13

9,
14

4,
14

7,
15

5,
16

2,
18

0,
19

5
;

H
ol

t,
27

,
67

,
83

,
97

,
11

1,
15

2,
14

7
;

Pa
in

te
r,

10
,

37
,

58
,

71
,

11
5

−
6,

11
9,

23
8,

24
1−

2,
28

1,
30

0−
1,

33
7；
ホ
ウ
ル
ト
，

24
6

;

10
9

W
ill

ia
m

of
H

ar
co

ur
t

○
Y

or
k’

15
,

W
or

ce
st

er
sh

ir
e

○
王
城
防
衛
視
察

’1
5.

05
C

hu
rc

h,
9,

11
,

41
,

47
,

57
;

H
ol

t,
12

2
;

P
ai

nt
er

,
87

,
30

7,
35

5
;

11
0

W
ill

ia
m

T
al

bo
t

○
C

hu
rc

h,
44

,
46

;
H

ol
t,

24
3

;
P

ai
nt

er
,

27
0,

37
1

;

※
備
考
：
記
号
ア
＝
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
，
イ
＝
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
大
陸
で
の
官
職
保
有
と
区
別
す
る
場
合
の
み
記
入
），
ガ
＝
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
，
ス
＝
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
，
ト
ゥ
＝
ト
ゥ
ー
レ
ー
ヌ
，
ノ
＝
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
，
フ
＝
フ
ラ
ン
ド
ル
，
ポ
＝
ポ
ワ
ト
ゥ
を
指
す
。
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表
Ⅲ

国
王
派
の
負
債
・
係
争
・
縁
戚
等

N
o.

名
前

支
持
先

／時
期

王
へ
の
負
債

係
争
・
敵
対
関
係

縁
戚
関
係
・
そ
の
他

出
典

1
A

da
m

de
P

or
t

・
’1

3（
W

ill
ia

m
）

50
0

m
（
相
続
の
た
め
）

・
B

ri
ou

ze
と
義
理
の
兄
弟

・
妻

M
ab

ri
a

of
O

rv
al
（

O
rv

al
名
誉
封
女
子
相
続
人
，

W
ill

ia
m

of
S

ai
nt

-
Je

an
の
姪
），
子

W
ill

ia
m

of
Po

rt
（
の
ち
，

Sa
in

t-
Je

an
と
称
す
）

P
ai

nt
er

,
46

;
P

ow
ic

ke
,

34
4,

35
2

;
S

an
de

rs
,

9
;

2
A

da
m

de
W

al
lin

co
ur

t
・
兄
弟

B
al

dw
in

de
B

ru
da

m
（
兄
と
と
も
に
来
英
，
他

dé
pa

rt
m

en
t

of
N

or
d
出
身
騎
士

2
名
，

Pa
s-

de
-C

al
ai

s
出
身
騎
士

10
名
同
伴
）

C
hu

rc
h,

11
4

;

3
A

ub
re

y
de

V
er

e
IV

・
50

0
m
提
供
（

Is
ab

el
と
の
結
婚
の
た
め
）

・
’0

1
Fe

er
in

g
（

W
es

tm
in

st
er
修
道
院
領
）
権
利
請

求
訴
訟
→

’0
6
権
利
放
棄

・
妻

B
ol

eb
ec
家

・
甥

R
ob

er
t

fi
tz

R
og

er
・
弟

R
ob

er
t

de
V

er
e（

’1
4
相
続
→
反
乱
者

25
人
委
員
）

・
姉
妹

A
ili

ce
de

V
er

e（
R

ob
er

t
of

E
ss

ex
未
亡
人
，

R
og

er
fi

tz
R

ic
ha

rd
妻
。
息
子

R
ob

er
t

fi
tz

R
og

er
）

H
ol

t,
10

6
;

Pa
in

te
r,

24
,

36
,

22
0,

25
1

;
Sa

nd
er

s,
52

,
98
；

ホ
ウ
ル
ト
，

15
8−

9
;

4
B

ri
an

de
L

is
le

・
’0

5.
01

40
0

m（
A

.
N

ev
ill

e
未
亡
人
・

T
ho

m
as

fi
tz

W
ill

ia
m

of
S

al
eb

y
相
続
人

G
ra

ce
と
の
結
婚
）

・
30

0
m
（

N
or

m
an

de
C

am
er

a
未
亡
人
の
管
理
権
）

・
’0

7
£1

00
，
軍
馬

3
頭

・
’1

0
10

pa
lf

re
y

・
’1

5.
09

.3
0

N
ic

ho
la

s
de

St
ut

ev
ill

e（
K

na
re

sb
or

ou
gh

城
，

B
or

ou
gh

br
id

ge
城
保
有
権
，

25
人
委
員
会
に
お

け
る
訴
訟
）

・
W

ill
ia

m
of

Sa
le

by
家

・
封
主

Jo
hn

fi
tz

R
ob

er
t（

N
or

th
um

be
rl

an
d
の
土
地
）

C
hu

rc
h,

87
,

11
5,

14
0−

5
;

H
ol

t,
76

,
14

0,
22

7；
ホ
ウ
ル
ト
，

43
6,

44
1,

59
6−

7
;

5
E

ng
el

ar
d

de
C

ig
og

né
・

’1
5.

06
大
憲
章

50
条
で
罷
免
（
王
は
履
行
せ
ず
）
・

G
.

A
th

ie
s（
お
じ
），

Pe
te

r
de

C
ha

nc
el

is
（

B
ri

st
ol
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
）

P
ai

nt
er

,
20

6,
33

7；
ホ
ウ
ル
ト
，

54
6；
マ
ッ
ケ
ク
ニ
，

47
5

;

6
E

ng
el

ra
m

de
F

ur
ne

t

7
E

ng
el

ra
m

de
s

Pr
éa

ux

8
E

ve
ra

rd
de

la
B

eu
vi

èr
e

9
F

au
lk

es
de

B
ré

au
té

・
’1

5.
06

大
憲
章

50
条
で
罷
免
（
王
は
履
行
せ
ず
）
・
妻

W
ar

in
fi

tz
G

er
ol

d
の
娘

M
ar

ga
re

t（
D

ev
on
伯
領
相
続
人

B
al

dw
in

の
未
亡
人
），

’1
6
結
婚

・
兄
弟

W
ill

ia
m

de
B

ré
au

té

P
ai

nt
er

,
21

8
;

S
an

de
rs

,
13

7,
14

3；
ホ
ウ
ル
ト
，

37
0,

54
6

;

10
G

eo
ff

re
y

de
B

ut
ev

ill
e

・
兄
弟

O
lib

er
de

B
ut

ev
ill

e（
表
番
号

N
o.

46
）

Pa
in

te
r,

36
8

;

11
G

eo
ff

re
y

de
M

ar
tig

ny

12
G

eo
ff

re
y

de
N

ev
ill

e
・
北
部
に
お
け
る
商
人
に
よ
る
取
引
商
品
差
押
え

・
甥

H
ug

h
de

N
ev

il
le

H
ol

t,
10

4,
13

1,
14

0,
24

1,
24

8,
24

3
;

Pa
in

te
r,

86
−

7,
30

4,
30

6,
36

4,
37

0
;

13
G

eo
ff

re
y

de
Se

rl
an

d

14
G

eo
ff

ey
fi

tz
R

oy
・
王
の
非
嫡
出
子

C
hu

rc
h,

42
;

15
G

eo
ff

re
y

L
ut

tr
el

l
・

’0
3

40
m
（

W
.

Pa
in

el
共
同
相
続
人
と
の
結
婚
）。

’1
2

W
.

Pa
in

el
の
負
債

£7
1

18
s

36
d

・
妻

F
re

th
es

an
t（

Pa
in

el
/P

ag
ne

ll？
）
家
共
同
相
続
人
）

C
hu

rc
h,

18
,

19
,

45
,

57
,

61
,

65
,

68
−

9,
81

,
89

,
90

,
94

,
13

4
−

7
;

Sa
nd

er
s,

55
;

16
G

er
al

d
d’

A
th

ée
・

L
oc

he
城
（
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
）
管
理
→
フ
ィ
リ
ッ
プ

2
世
に

降
伏
。
ジ
ョ
ン
か
ら
身
代
金
得
る
が
，
返
還
な
し
。

・
’1

5.
06

大
憲
章

50
条
，「
バ
ロ
ン
た
ち
の
諸
条

項
」

40
条
で
罷
免
（
王
は
履
行
せ
ず
）

・
E

.
C

ig
og

né
（
甥
），

P
.

M
ar

k
P

ai
nt

er
,

20
6,

24
3

;
Po

w
ic

ke
,

29
9
；
ホ
ウ
ル
ト
，

52
1,

54
6；
マ
ッ
ケ
ク
ニ
，

47
5

;

17
G

er
al

d
de

C
am

vi
lle

・
£1

00
0（
息
子
た
ち
と
女
子
相
続
人
と
結
婚
さ
せ
る
た
め
）

・
’9

3
以
降

リ
チ
ャ
ー
ド

1
世
に
リ
ン
カ
ン
城
，

20
00

m
提

供
。

・
’1

9
以
降
に
も
軍
役
代
納
金
，
シ
ェ
リ
フ
会
計
報
告
に
負
債

が
残
る
。

・
T

ho
m

as
of

M
ou

lto
n
（

S
pa

ld
in

g,
T

yd
d
間
の

m
ar

sh
la

nd
保
有
）

・
妻

N
ic

ho
la

de
L

a
H

ay
e

H
ol

t,
32

,
58

−
9,

10
1

;
T

ur
ne

r,
54

−
5

;
P

ai
nt

er
,

59
,

22
1

;

18
G

ilb
er

t
de

Sa
ne

s
・
お
じ

H
en

ry
de

B
er

na
va

ll（
ア
リ
エ
ノ
ー
ル
・
ダ
キ
テ
ー
ヌ
家
令
）

C
hu

rc
h,

27
;

19
G

ilb
er

t
fi

tz
R

ei
nf

re
y
国
王
派
→
諸

侯
派

’1
5

・
’0

8
5

pa
lf

re
y
提
供
（
封
臣

R
.

Su
le

s
の

N
ew

by
に
あ
る

没
収
地
獲
得
の
た
め
）

・
’1

6.
01

12
00

0
m
（
王
と
の
和
平
）

・
不
正
に
罪
人
の
家
財
没
収
（

50
件
，

Y
or

ks
hi

re
）

・
妻

W
ill

ia
m

of
L

an
ca

st
er
（

’8
1
死
去
）
女
子
相
続
人
，
息
子

W
ill

ia
m

II
of

L
an

ca
st

er
・

’1
1

T
ho

m
as

of
M

id
dl

et
on
の
ユ
ダ
ヤ
人
債
務

10
0

m
援
助
。
見
返
り
に

所
領
受
領
（
封
主

T
.

M
id

dl
et

on
）

・
封
臣

R
an

ul
f

de
Su

le
s（

W
es

tm
or

la
nd
の
テ
ナ
ン
ト
）

H
ol

t,
75

−
6,

13
7,

22
6,

22
8,

23
8；
ホ
ウ
ル
ト
，

70
6

;

20
G

ilb
er

t
of

K
en

tw
el

l
・

T
he

ob
al

d
W

al
te

r（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
王
の
役
人
）
の
家
政
役
人

・
父

R
og

er
of

K
en

tw
el

l（
’0

6
死
去
），
兄
弟

R
og

er
II

K
en

tw
el

l（
’2

5
相
続
）

C
hu

rc
h,

31
;

21
G

od
fr

ey
of

C
ro

w
co

m
be

・
H

.
B

ur
gh
と
の
繋
が
り
（

H
.

B
が

R
.

B
ea

uc
ha

m
p
諸
侯
領
の
管
理
人
）,

A
lic

e（
W

ill
ia

m
de

C
or

m
ei

lle
s
の
娘
，
共
同
相
続
人
）

C
hu

rc
h,

32
,

88
;

22
H

en
ry
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23
H

en
ry

de
B

ea
um

on
t

（
N

ew
bu

rg
h）

・
50

m
（

W
ar

w
ic

ke
諸
侯
領
内
の

1/
3
相
続
の
た
め
）

・
妻
①

M
ar

ge
ry
（
義
兄
（
弟
）

H
en

ry
II

I
d’

O
ill

y）
，
妻
②

Ph
ill

ip
a（
義

父
T

.
B

as
se

t）
・
父

W
al

er
an

de
B

ea
um

on
t（

’0
4
死
去
），
妹

A
lic

e（
義
弟

W
ill

ia
m

M
au

du
it）

P
ai

nt
er

,
7.

11
9

;
S

an
de

rs
,

52
,

54
,

93
,

94
;

24
H

en
ry

II
I

de
la

Po
m

er
oy

国
王
派
→
諸

侯
派

・
’0

7
60

0
m
（
各
諸
侯
領
の
権
利
明
確
に
す
る
た
め
），

£5
87

（
父
の
代
か
ら
の
負
債
）

・
父

H
en

ry
II

de
Po

m
er

oy
・
妻

Jo
an
（
父

R
og

er
de

V
au

to
rt
，
共
同
相
続
人
），
妻
の
兄
弟

R
eg

in
al

d
（

’1
7
以
降
？

T
.

B
as

se
t
の
娘

Jo
an
と
結
婚
）

C
hu

rc
h,

24
−

5,
49

,
57

,
72

,
91

−
2,

10
3,

11
0,

14
5

−
6

;
P

ai
nt

er
,

22
0

;
S

an
de

rs
,

90
−

1,
10

6−
7

;

25
H

en
ry

II
de

Lo
ng

ch
am

p
・
妻

W
.

C
an

til
up

e
の
姉
妹

M
at

ild
a

C
hu

rc
h,

88
;

26
H

en
ry

de
L

or
ty

27
H

en
ry

de
T

ur
be

rv
ill

e

28
H

en
ry

de
V

er
・
母

M
at

ild
a（

O
sb

er
t

of
C

ai
lly
の
娘
），
お
じ

S
te

av
en

L
on

gc
ha

m
p

（
母
の
姉
妹

Pe
tr

pn
ill

a
の
夫
），
義
父

R
eg

in
al

d
du

B
oi

s
P

ow
ic

ke
,

33
4−

5
;

29
H

en
ry

fi
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W
al

te
r

de
C

an
til

up
e，
お
じ

F
ul

k
de

C
an

til
up

e（
伯
ジ
ョ
ン
の
騎

士
），
異
母
兄
弟

R
.

B
ar

at
,

R
.

O
rg

at
e

C
hu

rc
h,

11
,

20
,

26
,

57
,

90
,

13
5,

15
0

;
T

ur
ne

r,
54

,
67

,
14

4
;

H
ol

t,
76

,
24

7
;

Pa
in

te
r,

23
1

;

10
0

W
ill

ia
m

de
C

or
nh

ill
・

’1
2
国
王
暗
殺
計
画
関
与
疑
わ
れ

fi
ne
提
供

・
ロ
ン
ド
ン
商
人
の
家
系

P
ai

nt
er

,
27

0,
30

8
;

10
1

W
ill

ia
m

de
Fe

rr
er

s
・

’9
9

20
00

m
（

N
ot

tin
gh

am
の

Pe
ve

re
l
名
誉
封
）

・
’1

4
P

.
M

au
le

y
の
保
証
人
（

I.
T

ho
rn

ha
m
と
の
婚
約
に
対

し
て
の
提
供
）

・
P.

M
ar

k
・

B
.

L
is

le
（

’1
5.

08
−

P
ea

k
城
管
理
権
問
題
）

・
祖
母

Pe
ve

re
l
家
出
身
，
妻

A
gn

es
（
チ
ェ
ス
タ
伯
姉
妹
），

H
un

tin
gd

on
伯

D
av

id
（
妻
の
姉
妹
の
夫
），
お
じ

W
.

B
ri

ou
ze

,
・
家
臣

R
.

T
yb

ot
ot

,
R

.
f.

N
ic

ho
la

s
を
王
の
騎
士
に

・
息
子

W
ill

ia
m
（
妻

Si
by

l,
W

.
M

ar
sh

al
の
娘
）

C
hu

rc
h,

30
,

41
,

12
4,

14
3

;
T

ur
ne

r,
50

,
67

,
14

4
;

H
ol

t,
32

,
14

0−
1

;
P

ai
nt

er
,

13
,

15
−

6,
20

,
22

,
24

3,
25

0,
29

1−
2

;
S

an
de

rs
,

33
,

63
,

14
9；
ホ
ウ
ル
ト
，

23
3

;

10
2

W
ill

ia
m

de
F

or
s

国
王
派
→
諸

侯
派

’1
5.

06
→
国
王
派

’1
5.

09

・
’1

4
相
続
上
納
金
免
除

・
G

.
G

an
t（

L
in

co
ln

sh
ir

e）
・
北
部
に
お
け
る
商
人
に
よ
る
取
引
商
品
差
押
え

・
妻

A
ve

lin
e（

M
on

tf
ic

he
t
家
。

R
ic

ha
rd

de
M

on
tf

itc
he

t
の
姉
妹

or
娘
），
従
兄
弟

Pe
te

r
de

B
ru

s，
義
弟

W
ill

ia
m

M
ar

sh
al

2
世
（
腹
違
い
姉

妹
の
夫
）

・
R

.
R

os
に
下
封
，
彼
の
保
証
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ

・
母

H
aw

is
e（

A
um

al
e
女
伯
。

’1
4
死
去
。
伯
位
→

H
aw

is
e
父

W
.

G
ro

s
の
権
利
よ
り
。

W
ill

ia
m
は

2
番
目
の
夫

W
.

Fo
rs
と
の
子
）

H
ol

t,
65

−
6,

24
3

;
Pa

in
te

r,
41

,
23

5,
29

2,
29

4
;

Sa
nd

er
s,

14
2；
ホ
ウ
ル
ト
，

24
7

;

10
3

W
ill

ia
m

de
s

Pr
éa

ux
国
王
派
→
諸

侯
派

’1
6.

05
→
国
王
派

・
妻

Ph
ili

pa
（
前
夫

W
ill

ia
m

M
al

et
’0

4
以
後
離
婚
。

C
ol

eb
y
相
続
人
，

仏
A

le
nç

on
伯
の
娘
），
義
子

R
ob

er
t

M
al

et
（

A
le

nç
on
相
続
人
の
一
人
）

兄
弟

Pe
te

r
of

Pr
éa

ux

C
hu

rc
h,

88
;

S
an

de
rs

,
34

1−
2

;
P

ow
ic

ke
,

34
1−

2
;

10
4

W
ill

ia
m

de
Pe

rc
y

・
叔
父

R
ic

ha
rd

de
Pe

rc
y（

Pe
rc

y
家
所
領

T
op

cl
if

fe
名
誉
封
（

Y
or

ks
hi

re
）
保
有
，’

04
分
割
）
→
叔
父
は

反
乱
者
に
な
り
，
所
領
は

W
.

P
へ
。
判
決
は

12
34

年
。

・
父

H
en

ry
de

Pe
rc

y，
叔
父

R
ic

ha
rd

de
P

er
cy

,
・
妻

Jo
an
（
後
見
人

W
.

B
ri

w
er
妹
？
娘
？
）

・
R

.
f.

G
ilb

er
t
の
子
孫
。

H
ol

t,
21

;
Pa

in
te

r,
29

1
;

Sa
nd

er
s,

12
3,

14
8；
ホ
ウ
ル
ト
，

19
8,

20
4,

70
0

;

― ３０ ―



10
5

W
ill

ia
m

de
R

ed
ve

rs
国
王
派
→
諸

侯
派

’1
6.

05
・

’9
6

50
0

m
（
所
領
回
復
）

・
’0

4
50

0
m
（

P
ly

m
pt

on
城
と
権
利
を
持
つ
所
領
の
保
有
権
，

ワ
イ
ト
島
の
慣
習
的
裁
判
特
権
の
執
行
権
回
復
）

・
’0

4
50

0
m
（
ム
ー
ラ
ン
伯
夫
妻
の
諸
所
領
継
承
）

・
’0

4
W

ill
ia

m
M

ar
sh

al
,

M
eu

la
n
女
伯
（

S
tu

rm
in

st
er

占
有
権
）
→

’0
4.

09
.0

9
W

.
M

ar
sh

al
勝
訴

・
妻

M
eu

la
n
女
伯

M
ab

el
（
父
・

M
eu

la
n
伯

R
ob

er
t

de
B

ea
um

on
t）
，

甥
J.

M
ar

sh
al
，
娘
婿

W
.

B
ri

w
er
次
男
，
娘
婿

R
ob

er
t

de
C

ou
rt

na
y

（
M

ar
y）

P
ai

nt
er

,
30

−
1,

35
9

;
S

an
de

rs
,

70
,

13
8

;
P

ow
er

,
N

or
m

an
F

ro
nt

ie
r,

24
5−

6；
ホ
ウ
ル
ト
，

21
0−

1,
21

4
;

10
6

W
ill

ia
m

de
W

ar
re

ne
国
王
派
→
諸

侯
派

’1
6.

05
・

’1
4

sc
ut

ag
e
免
除
？
（

PR
に
納
入
記
載
な
し
）

・
W

.
M

ow
br

ay
保
証
人
（
没
収
地
復
帰
に
対
す
る
負
債

45
0

m
）

・
H

ub
er

t
de

B
ur

gh
（
姉
妹

B
ea

tr
ic

e
の
夫
）

・
王
の
従
兄
弟
（
父
＝
ヘ
ン
リ

2
世
の
非
嫡
出
兄
弟

H
am

el
in

P
la

nt
ag

en
et
）

・
母

Is
ab

el
（
サ
リ
伯

W
ill

ia
m

II
の
相
続
人
）

・
姉
妹
の
夫

G
.

L
ai

gl
e（

’0
4
以
降
，
フ
ィ
リ
ッ
プ

2
世
側
へ
）

・
姉
（
妹
？
）
が
王
の
庶
子

R
.

f.
R

oy
を
生
む

・
息
子

Jo
hn
は

L
a

M
ar

ch
e
伯
娘

A
lic

e
と
結
婚
，
娘

Is
ab

el
は

A
ru

nd
el

伯
H

ug
h
と
結
婚

H
ol

t,
75

−
6,

10
1

;
Pa

in
er

,
21

,
14

9,
23

3,
30

5,
P

ow
ic

ke
,

22
7,

33
1

;
Sa

nd
er

s,
2,

12
8

;

10
7

W
il

li
am

L
on

ge
sp

ée
国
王
派
→
諸

侯
派

’1
6.

05
・

’0
2

H
.

f.
C

ou
nt
の
保
証
人
（

W
.

T
ra

cy
所
領
獲
得
の
提
供

に
対
し
。

6
人
で

12
00

m
の
保
証

pl
ed

ge
）

・
’1

2.
05

P
.

M
au

la
y
復
帰
の
た
め
タ
カ
提
供

・
’1

0
B

.
L

is
le
の
保
証
人
（

2
Pa

lf
re

y
に
対
し
）

・
’1

4
P.

M
au

le
y
の
保
証
人
（

I.
T

ho
rn

ha
m
と
の
婚
約
に
対

し
て
の
提
供
）

・
’9

6
以
降

不
動
産
相
続
問
題
（

Sa
ru

m
城
・

W
hi

lts
hi

re
は
王
か
ら
の
保
有
か
委
託
か
）

・
’1

2.
04

H
er

ef
or

d
伯

H
en

ry
de

B
oh

un
（

T
ro

ub
ri

dg
e

諸
侯
領
の
保
有
）
→
審
問
に

H
.

B
欠
席
，
所
領
没
収

→
動
産
占
有
回
復
訴
訟
→

’1
4.

08
王
の
管
理
下
。
判

決
出
て
お
ら
ず
。
実
際
，
占
有
権
を

W
.

L
が
獲
得
．

’1
5.

06
王
に
よ
り
返
還
命
令
。
王
は

W
.

L
に
土
地

・
城
回
復
約
束
→

H
.

B
に

T
ro

ub
ri

dg
e
回
復
延
期
要

請
（

06
.2

8
ま
で
猶
予
）。

H
.

B
oh

un
代
理
人
を
諸
侯

領
に
置
く
よ
う

W
.

L
は
命
令
さ
れ
る
。
の
ち
，
返

還
。

H
.

B
oh

un
死
後
，
相
続
人
た
ち
に
よ
り

W
.

L
へ
譲
渡
。

・
王
の
異
母
兄
弟

・
家
臣

R
.

B
ur

ga
te

,
W

.
T

al
bo

t
・
妻

E
la
（

E
ia

?
）
（

Sa
ilu

sb
ur

y
伯

E
dw

ar
d
玄
孫
，

W
ill

ia
m

of
S

al
is

bu
ry

’9
6
死
去
の
娘
）

C
hu

rc
h,

41
,

33
−

4,
64

,
10

9,
11

3
;

T
ur

ne
r,

66
,

88
,

10
7,

10
9−

10
,

14
4,

16
4,

16
6,

19
3−

5,
;

P
ai

nt
er

,
24

,
40

,
21

0−
1,

23
1,

26
2−

4,
33

0
;

H
ol

t,
74

,
76

−
7

;
S

an
de

rs
,

91
−

2,
11

2；
ホ
ウ
ル
ト
，

12
7,

24
8−

9,
58

9
;

10
8

W
ill

ia
m

M
ar

sh
al

・
’0

6
30

0
m
（

O
ff

ra
ly
城
回
復
）

’0
3
税
納
入
免
除

・
’1

3.
10

fi
ne

£1
00

0（
H

av
er

fo
rd
城
管
理
権
）
→
一
部
免
除

・
H

.
N

ev
ill

e
（

M
ar

lb
or

ou
gh

,
L

ud
ge

rs
ha

ll
保
有
。

H
.

N
ev

ill
e
お
じ

A
la

n
が
首
席
御
料
林
官
の
と
き
保

有
）
→

’1
7
王
太
子
ル
イ
に
よ
り
承
認

・
’0

4
M

eu
la

n
女
伯
，

D
ev

on
伯

W
.

R
ed

ve
rs

（
D

or
se

t
所
在

S
tu

rm
in

st
er
マ
ナ
）
→
王
は
有
力
諸

侯
に
助
言
求
め
る
→

M
eu

la
n
女
伯
管
理
下

→
’0

4.
09

.0
9
勝
訴

・
’0

6
−

’0
8

M
ei

le
r

fi
tz

H
en

ry
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

ju
st

ic
ar
）

・
甥

Jo
hn

M
ar

sh
al
（
兄
の
庶
子
？
），

B
ri

ou
ze

・
妻

R
ic

ha
rd

fi
tz

G
ilb

er
t

de
C

la
re
相
続
人

Is
ab

el
（

Pe
m

br
oc

k
伯
，

S
tr

ig
ui

l
伯
，

L
ei

ns
te

r
領
主
），
娘

Is
ab

el
（
夫

H
er

tf
or

d
伯

G
ilb

er
t

II
I

de
cl

ar
e
）
，

M
au

d
（
夫
①

N
or

fo
lk
伯

H
.

B
ig

ot
，
②
サ
リ
伯

W
.

W
ar

re
nn

e）
，
娘

S
ib

yl
（
夫
・
ダ
ー
ビ
ー
伯

W
ill

ia
m

II
I

Fe
rr

er
s）
，
息
子

W
ill

ia
m

,
R

ic
ha

rd

C
hu

rc
h,

20
−

1,
15

2
;

T
ur

ne
r,

23
,

33
−

4,
49

−
50

,
52

−
3,

10
3

−
4,

10
7,

11
2,

11
6−

7,
13

9,
14

4,
16

2,
18

0,
19

5
;

H
ol

t,
27

,
67

,
83

,
97

,
11

1,
14

7,
15

2
;

Pa
in

te
r,

14
,

69
−

70
,

12
3,

24
0−

5,
25

0,
25

5,
29

5,
35

8
;

Sa
nd

er
s,

35
,

54
,

63
,

11
1,

12
9,

14
9；
ホ
ウ
ル
ト
，

21
0−

1,
24

6
;

10
9

W
ill

ia
m

of
H

ar
co

ur
t

11
0

W
ill

ia
m

T
al

bo
t

・
’1

6.
02
以
降

D
on

ca
st

er
略
奪
（

R
.

B
ur

ga
te
と
）
・

Sa
ilu

sb
ur

y
伯
の
家
政
役
人
，

R
.

B
ur

ga
te
の
従
者

C
hu

rc
h,

34
;

H
ol

t,
24

3
;

※
備
考
：
単
位

m
は
マ
ル
ク
，
£
は
ポ
ン
ド
，

s
は
シ
リ
ン
グ
，

d
は
ペ
ン
ス
。

表
Ⅳ

国
王
派
の
大
陸
所
領
・
権
利
保
有
者

表
番
号

名
前

所
領

官
職

権
利
主
張
可
能
性
根
拠

仏
王
と
の
関
係

出
典

1
1

A
da

m
de

P
or

t
息
子

W
ill

ia
m

St
.

Jo
hn

・
L

itt
eh

ai
re

et
de

O
ir

ev
al
名
誉
封

・
S

ai
nt

-J
ea

n-
le

-T
ho

m
as
名
誉
封

・
妻

M
at

ild
a

of
O

rv
al
を
通
し
保
有

・
’0

4
息
子

W
ill

ia
m

St
.J

oh
n
が

M
at

ild
a
の
お
じ

W
ill

ia
m

of
St

.J
oh

n
の
相
続
人
に
な
る

・
’0

4
以
降
，
両
所
領
と
も
没
収
（

’2
0
時
点
で
国

王
直
轄
地
）

P
ow

ic
ke

,
34

4,
35

2
;

2
2

A
da

m
de

W
al

lin
co

ur
t

・
城
守
（

Y
pr

es
,

B
ai

lle
ul
）

・
官
職
保
有
者

C
hu

rc
h,

11
4

;

3
5

E
ng

el
ar

d
de

C
ig

og
né

・
大
陸
出
身
者
（
ト
ゥ
ー
レ
ー
ヌ
）

H
ol

t,
22

2；
ホ
ウ
ル
ト
，

57
5

;

4
9

F
au

lk
es

de
B

ré
au

té
・
大
陸
出
身
者
（
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
）

P
ai

nt
er

,
21

8
;

C
la

nc
hy

,
19

7；
ホ
ウ
ル
ト
，

70
9

;

5
11

G
eo

ff
re

y
de

M
ar

tig
ny

・
大
陸
出
身
者
（
ト
ゥ
ー
レ
ー
ヌ
）

Pa
in

te
r,

32
4；
ホ
ウ
ル
ト
，

57
5

;

6
12

G
eo

ff
re

y
de

N
ev

ill
e

・
セ
ネ
シ
ャ
ル
（
ポ
ワ
ト
ゥ
，
ガ
ス
コ
ー

ニ
ュ
）

・
官
職
保
有
者

T
ur

ne
r,

74
;

7
16

G
er

al
d

d’
A

th
ée

・
城
守
（

L
oc

he
）

・
セ
ネ
シ
ャ
ル
（
ト
ゥ
ー
レ
ー
ヌ
）

・
官
職
保
有
者

・
大
陸
出
身
者
（
ア
ン
ジ
ュ
ー
）

P
ai

nt
er

,
20

6,
24

3,
32

4
;

P
ow

ic
ke

,
16

0
;
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8
17

G
er

al
d

de
C

am
vi

lle
・

Pl
es

si
s
名
誉
封

・
C

re
an

ce
s（

M
or

ta
in
名
誉
封
）

・
妻

N
ic

ho
la

de
la

H
ay

e
の
権
利

P
ow

ic
ke

,
34

2
;

9
21

G
od

fr
ey

of
C

ro
w

co
m

be
・
城
守
（

L
a

R
oc

he
lle
）

・
官
職
保
有
者
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